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このエンデュランス大会規則は、７訂版で、2009年1月1日発行である。この日付以降、本7訂版は、これ以前に発行されたこの事項を対象とするその他のすべての文書（7訂版以外のエディションやその他の公式文書）に優先する。
この小冊子は、エンデュランス国際大会に適用されるＦＥＩ規則を述べたものだが、法律、一般法規、獣医規則も併せて参照されたい。
本規則は、あらゆる事態を想定することはできない。そのため、本規則には適度な柔軟性を持たせ、補遺／注記をガイドとして参照することによって競技や大会を安全に運営するためのヒントや助言が得られるようにし、発展しつつあるこの競技に対応できるようにした。加えて、あらゆる不測の、あるいは例外的な状況に際しては、競技場審判団および獣医団が、全責任を負い、スポーツ精神にのっとり、できる限り本規則およびＦＥＩ一般規程の趣旨に沿うように、決定を下すものとする。
ＦＥＩ行動指針
馬のウェルフェアを第一として

国際馬術連盟（ＦＥＩ）は、国際的な馬術スポーツに関わるすべての人々に対し、この「ＦＥＩ運営規則」を厳守すること、そして、常に馬のウェルフェアを最優先させ、決して競技または商業的影響に従属させないことを求める。
１．競技に出場する馬の準備・トレーニング期間のすべての段階において、馬のウェルフェアがその他のすべての要求に優先しなければならない。馬の良好な管理、トレーニング方法、蹄鉄および馬具、輸送もこの対象とする。
２．馬およびライダーは、体調良好で、必要な資格を持ち、健康であることを条件に、競技に参加することを許される。健康や安全、雌馬の妊娠を脅かす薬物の使用、外科的治療および補助器具の濫用も考慮の対象とする。
３．大会が馬のウェルフェアを害することがあってはならない。競技エリア、地面の状態、天候、馬房、現地の安全、および大会後の帰還のための旅行中の馬の健康には細心の注意を払うこと。
４．競技参加後の馬が必ず適切な注意を払われるため、および、馬の競技生活終了後に馬が必ず情け深く扱われるために、あらゆる努力を払わねばならない。

５．このスポーツに関わるすべての人がそれぞれの分野で最高レベルの教育を受けることをＦＥＩは推奨する。本規則の全文コピーは、国際馬術連盟（Federation Equestre Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, Switzerland, Telephone:  +41 21 310 47 47）に請求されたい。本規則は、英語版とフランス語版がある。本規則は、ＦＥＩのウェブサイトwww.fei.org.でも入手できる。
第Ⅰ章　競技

第800条　通則
800．1
エンデュランス・ライディングは、大会のエンデュランス・コースのスタートからゴールまで、その時の走路、距離、天候、地表の状態、時間に応じて、馬のスタミナと体調を安全にコントロールするライダーの能力を試すものである。したがって、当然のことながら、技術代表(Technical Delegate)、競技場審判団、スチュワード、獣医師団、チーム監督、チーム付き獣医、グルーム、そして最終的にはライダーは、各自の専門技能を結集し、ライダーの思いやり深く聡明な姿勢と併せて、馬の健康を確実に守らねばならない。良い結果を残すには、野外騎乗での馬のペース配分や効率的で安全な騎乗方法について熟知していなければならない。エンデュランス・ライドにおいては、ウマ科ウマ属のすべての動物を「馬」とみなす。
800．2

競技コースは、数区間で構成される。

800．2．1　　
1区間の距離は、40kmを超えてはならず、原則として20km以上の距離とする。

800．2．2　　
各区間の終点には強制休止を設け、獣医によるホース・インスペクションをおこなう。各区間の距離と各ベト・ゲートにおける休止時間は、外国人獣医団（FVD）および獣医委員長（PVC）と協議のうえで決めなければならない。

800．2．3　　
160km競技では、最低5か所のベト・ゲートと最終ホース・インスペクションを設けなければならない。（6区間）（技術代表（TD）の助言があった場合は、これを5区間に減らすこともできる）。
800．2．4
全区間の走行は、1昼夜を超え、あるいは2日以上にまたがるように設定することができる。
800．2．5
エンデュランス競技の各区間は、強制的休止期間またはホールド・タイムによって区切らなければならない。
800．2．6
エンデュランス競技の各日には2区間以上を設定し、そのあいだには獣医によるホース・インスペクションと強制休止時間またはホールド・タイムを置かなければならない。
800．2．7
すべてのエンデュランス競技において、最低１回、４０分以上のホールドを置かねばならない
800．2．8
3*以上の大会においては、その大会のホールド・タイムの合計は1kmあたり1分以上とする。すなわち、160kmでは総ホールド・タイムは160分以上必要である。
800．2．9
1日で終了する大会において1回のホールドで設定できるホールド・タイムの上限は60分とし、3*以上の大会では、少なくとも1回のホールドでは50分以上のホールド・タイムを設定する。
800．2．10
リカバリー・インスペクションをおこなうベト・ゲートでのホールド・タイムは40分以上とする。また、このようなリカバリー・インスペクションのための馬のプレゼンテーションは、馬の出発時間の15分前までにおこなえばよいものとする。
800．3

スタートの順序やルールにかかわらず、各競技者は単独で競技を行い、全コースをタイムレースとして走行する。
800．4

エンデュランス競技会はタイムレースである。通常、最短時間で全コースを走破した人馬が、すべての最終ホース・インスペクションおよび薬物検査、その他馬とライダーの安全のためにこの規則やFEI一般規程またはFEI獣医規則に基づいて定められた方法にすべて合格した後、第1位となる。競技会は、競技者自身が自由にペースを考えてタイムレースとして走行できるよう設営されなければならない。しかし、以下の条件に従う：

800．4.1

コースの状況やその他走行に悪影響を及ぼすと思われる理由により、組織委員会（OC）は、技術代表（TD）と協議のうえ、コースの一部または1区間について最長タイム制限を設け、および／または、1つ以上のベト・ゲートの閉鎖時間を設定することができる。これは、ライダーが馬の安全を確保するためにライドの実際のペースのはるか後方に取り残されないようにするためである。
800．4．2
これとは逆に、トレイルの安全にかかわる状況により、OCは、TDと協議のうえ、コースの一部に、馬のペース設定と最高速度制限、またはそのどちらかを設けることができる。ただし、それは具体的なコースと時刻を特定した所定の状況によるものとし、なおかつ、原則として、いかなる場合にも5km以内またはコースの5％以下の部分に限るものとする。速度制限およびペース設定、またはそのどちらかをおこなう部分は、コースの1区間につき1か所までとし、最終区間には設定しないこととする。

第801条－コース

801．1

技術代表（TD）は、組織委員会と協議のうえで、組織委員会が地形の限界の範囲内で野外に難易度の高いコースを作ることを支援する。コースの難易度を高める要素として下記のものが含まれるべきであるが、限定はされない。足場の変化、地形の変化、標高の変化、進路方向の変化。
801．2

地形の概要や標高差などは、競技会の実施要綱に明記しなければならない。
801．3

原則として、コースには、自動車が通行できる硬い地表の走路が10％以上含まれること。
801．4

一般に、コースのうちの難易度の高い部分はライドの前半に設定されるべきである。
801．5

区間の距離はOCが決定し、実施要綱の中で公表すること。
801．6

コース内の技術的な変化には、自然に発生する障害（溝、急な登りや下り、渡河など）を含むものとする。コースの技術的難易度を増すために人工的に何かを造ることはできない。
801．7

可能な限り、これらの技術的な変化は、自然の状態に任せなけれならない。必要な場合は、競技のあいだ同じ状態を保つために、それらを補強することができる。
801．8

ゴール部分は、複数の競技馬が競り合った場合でも互いに妨害しあうことのないよう、充分に長く幅広に設けなければならない。また、十分なランアウトを設け、競技者がいかに強力なスプリントまたはギャロップでゴールラインを走り抜けた場合でも、その後に安全に停止できるようにする。ゴール地点はベト・ゲートのできるだけ近くに設定しなければならない。
第802条－コースの標識
802．1

全般的に必要なこと：コース上の標識は、競技者がコースの道順を迷わず走行できるよう明確に示さなければならない。標識としては、旗やリボン、方向指示板、石灰、ペンキなどが使用できる。
802.2

コースの道順：競技者は第802条6で述べた地図上に記される方向に従って全コースを走行しなければならない。
802.3

コースの取り違え：コースから逸脱した場合は、その逸脱地点から走行を再開しなければならず、これを怠った場合は失権となる。しかし、コース逸脱地点からの再開が不可能な場合、および／または馬の健康を最優先する場合は、競技場審判団は代替ルートを決定することができる。この代替ルートは正規のコースと同じタイプの地形で同じ距離を走れるものでなければならず、単一の区間に収まり、その競技者が各ベト・ゲートを正当な順番で制限時間以内に通過できるものでなければならない。この場合、その競技者は完走記録のみが認められる。その競技者はCoCを取得すること、またはその他、その完走が基準となるような資格を得ることができる。ただし、ベストコンディション賞の対象にはならず、団体成績への算入や個人成績の着順としては認められない。
802.4

境界標識：境界標識か、その他の方向指示板を用いて全コースの指定セクション、スタートライン、ゴールラインを示さなければならない。このような境界標識や方向指示板などは、コース中のいかなる地点に配置されていても、競技者はこれを通過しなければならず、通過し損ねた場合は、これをやり直さない限り失格となる。コース途中に正規ルートを逸脱する近道がある場合、組織委員会はスチュワード1名をその地点に配置して、通過すべき本来のルートが遵守されるよう監視しなければならない。
802.5

マーク、標識：方向を示す旗や標識は走行すべき方向を示し、競技者が進路を探しやすいよう設置する。これらの標識は、競技者がタイムロスしないよう、認識しやすく配慮して設置しなければならない。距離の表示は10kmごとに設けなければならない。

802.6

コースの見取り図：個々の競技者は、コースの道順や強制休止地点、通過が義務づけられる障害物の場所を示した地図あるいはコース見取り図を事前に受け取る。選手権大会または4*大会では、OCは、そのような地図または見取り図のコピーを各競技者に配布しなければならない。
802.7

スタート地点とゴール地点：各区間のスタート地点とゴール地点は、適切な標識を用いて、明確かつ識別しやすく表示しなければならない。

第803条－コースの地図
803．1　

地図：コースが完成した時、遅くとも競技のスタート前、可能であればライド・ブリーフィング（事前説明会）において、縮尺5万分の1以上の地図を競技者に提供できるよう、準備しなければならない。
803．2

コース設計の完了：エンデュランス競技のコースは、遅くとも競技開始の7日前までに公式に設置し、競技場審判団に渡す前に技術代表の承認を得なければならない。
第804条－コースおよび実施要綱の修正／大会の延期または中止

804．1

コースの修正：コースが公式に設置された後の変更は、いかなる場合も技術代表（TD）と競技場審判団（GJ）の承認が必要である。
804．2

実施要綱の変更／大会の延期：第804条2.4に規定されるような例外的状況においては、大会の実施要綱を変更する、またはスタートを延期することができる。変更の時点により以下の通りとなる：
804．2．1
大会前（最初のホース・インスペクションの1時間前まで）：技術代表が、OC代表、FVD、PVC、PGJと協議のうえ、変更や延期を決定できる。
804．2．2
大会開始時：競技場審判団団長が、GJ、OC代表、FVD、PVC、TDと協議のうえ、変更や延期を決定できる。
804．2．3
OCの責任：組織委員会は、大会の計画段階において、大会のスタートを30時間まで延期する、および／または実施要綱を完全に変更する必要が生じる可能性を予想すべきである。CEIOでは、4*および選手権大会においては、OCは、このような可能性に言及した説明を実施要綱の中に明記すること。
804．2．4
例外的な状況：このような例外的な状況とは、突然に発生し、かつ、ライダーおよび／または馬に対して、大会開催中に回復不能で不公平なリスクを与えることが当然に予想できる事柄である。こうした決定をおこなうための事例とアドバイスは、Endurance Notes for Guidanceに記載されている。
804．3

大会の中止：大会開催中に壊滅的な事件または状況が出来した場合は、第805条3.4に記載されているとおり、以下によって大会を中止することができる：
804．3．1
大会開催前（最初のホース・インスペクションの1時間前まで）：技術代表が、OC代表、FVD、PVC、PGJと協議のうえ、中止を決定できる。
804．3．2
大会開始時：競技場審判団団長が、GJ、OC代表、FVD、PVC、TDと協議のうえ、中止を決定できる。

804．3．3
OCの責任：組織委員会は、大会の計画段階において、大会を中止し開催地から避難させる必要が生じる可能性を予想すべきである。
804．3．4
壊滅的な事件または状況：突然に発生し、かつ、ライダーおよび／または馬の安全に対して危険なリスクとなると判断され、かつ、コースの変更、実施要綱の変更、大会の延期によって避けられない事象である。こうした決定をおこなうための事例とアドバイスは、Endurance Notes for Guidanceに記載されている。
804．4

エンデュランス本来の性格：あらゆる場合において、この種目が、地形、天候、環境に挑戦し耐久力を試す競技を想定していることを思い起こすこと。したがって、こうした延期、実施要綱の変更、中止は、特別な救済策としてのみ用いられるべきである。
804．5

通知：上記のいずれの場合も、判断が実行される時点で直ちに、スタート前または該当区間に入る前には確実に、ライダーおよび／またはチーム監督に対して、正式かつ個別に通知しなければならない。
第805条－スタート方法

805．1

馬は、合図があるまでスタートラインを越えてはならない。
805．2

スタートになんらかの誤りがあった場合、当該競技者は戻ってスタートラインを再度通過しなければならず、これを怠った場合は失格となる。ただし、この場合であっても、スタート時刻については、最初の合図によるスタート時刻が記録される。
805．3

スタート時刻にスタート地点に競技者が現れない場合であっても、当該競技者は時間通りにスタートしたものとしてスタート時刻が記録される。スタート時刻を15分過ぎてもスタートしない場合、その競技者は失格となる。
805．4

複数日にわたって開催される大会における第2日目以降には、マス・スタートは実施できない。第2日目以降のスタートは、前日のゴールで記録された時間差と同じ時間をあけておこなうこと。競技場審判団団長と技術代表が組織委員会と協議のうえで定める一定時間のあいだ、このようなスタートを継続する。その後、残りの競技者が一斉にスタートする。
第806条－タイム・キーピングと記録

806．1

この競技では、走行時間の計測が重要な要素となるため、組織委員会は時間計測をおこなう区間ごとに、時刻合わせをした高精度の時計を使用し、公認資格を有する者が各競技のスタート時刻とゴール時刻を正確に計測し、かつ記録するように配慮する。
806．2

各競技者は、各大会ごとに、タイムカードもしくはそれに代わる、条件を満たし信頼できるもの発行を受ける。
806．3

コンピュータ・システムを第一の計測手段とする場合、OCは、計測およびすべての記録される情報のために、別ルートのエネルギー源とバックアップ記録を用意しなければならない。モニターを監視するスチュワードおよび／またはタイムキーパーによるタイム・キーピング・システムは、時間計測をおこなう各区間のスタートとゴール地点で各競技者のタイムを記録する。
806．4

走行時間は、スターターがスタートの合図を行った瞬間から馬がゴールラインを通過する時点までを計測する。
806．5

強制休止において、ベト・ゲートシステムを採用しなければならない。（Endurance Notes for Guidanceを参照）
806．6

ベト・ゲートにおいて、複数の競走馬が同時に到着して検査を受ける場合、競技者ごとの走行時間の計測は、遅れが生じないような方法でおこなうよう配慮しなければならない。
第807条－競技＆フェア・プレイ

807.1

ライダーは、馬をリードし、または馬の後を追ってコースを進むことができるが、ライドの各日のスタートラインおよびその日の最終区間のゴールラインは騎乗して通過しなければならず、これを怠った場合は失格となる。
807.2

時間制限を守らない競技者は、失格となる。
807.3

競技者がスタートして以降は、コース上では、他の人物が馬をリードする、またはライドすることはできず、これに違反した場合は失格となる。
807.4

速度のより遅い競技者が追い越しをかける競技者に対して意図的な進路妨害を行った場合は、失格となる。この規定は、ライダー同士がコース上で順位を争うことを禁じたものではなく、速度のより遅い競技者が、非常に遅いペースで走行しているため、あるいは馬の拒絶または装備の不具合によって、追いつかれあるいは追い越される場合に適用するのが趣旨である。
807.5

次の区間に向かう資格を失った、あるいは何らかの理由で失格となった競技者は、ただちにコースから退去しなければならず、コース上の走行を継続する権利はない。ただし、他に退却の方法がない場合は、GJのメンバーまたはそれが不可能な場合はスチュワードの許可を得た場合に限り、コースの走行を許される。
807.6

大会中もしくはコース上で許可される援助は以下のとおりである：
807.6．1

大会開催中のベト・ゲート内およびコース上において援助が許可される場所については、大会の実施要綱が具体的に定めることができる。
807.6．2

コース上の給水ポイントは、少なくとも10kmごとに設けなければならない。
807.6．3

コース上であったとしても、落馬や放馬した場合、または緩鉄や落鉄した場合などに限って、競技者は援助を受けることができる。
807.6．4

その他の「許可される援助」については、Endurance Notes for Guidanceを参照のこと。実施要綱は、その大会に限定されたものである。
807.7

禁止される援助：一般的には、以下のタイプの行為は禁じられており、反した場合は、ライダーは違反者としてイエローカード警告を受ける、またはGJの判断によって失格となる。それには以下の例があるが、これに限定されるものではない：
807.7．1

競技者以外の者が、コース上を車両や自転車、徒歩、あるいは騎馬などで、競技者の前後、あるいは脇で一緒に走ること。
807.7．2

コース上の、援助を受ける場所として特に指定されている以外の場所で、援助を受けること。
807.7．3

コース上で、援助を与えることを許可されていない者から援助を受けること。
807.7．4

コース上で、許可されていない車両が、競技者の前後、あるいは脇で一緒に走ること。
807.7．5

ベト・ゲート内で、第三者が馬にトロットさせようと追うこと。
807.7．6

コース上で、誰かが何らかの方法で馬を追うこと。
807.7．7

ワイヤーフェンスを切断したりコースの囲いの一部を変更して、道を通りやすくすること。あるいは、立ち木を切り倒す、障害物を取り除く、コース上の技術駅に難しい要素を変更すること。
807.7．8

競技者または競技馬に対して有利となる第三者の意図的な介入。それを競技者が依頼したか否かにかかわらず、禁止行為とみなされる。
第808条－競技実施要綱
808.1

CEI大会の組織委員会が発行する実施要綱では、一般規程や本規程記載事項を重複して記述する必要はない。その競技会の区分（カテゴリー）と走行距離、走行速度、総走行制限時間および区間ごとの走行制限時間、順位決定方法、スタートのルール、コースの表示方法、強制休止での手順、コース概要（途中の標高差を含む）と障害物の可能性の概要の提示で充分である。
808.2

エンデュランス競技実施要綱に関する追加事項については、Endurance Notes for Guidanceを参照されたい。
808.3

競技条件（参加申込締め切り日、スタートの場所と時刻、強制休止の回数と休止時間、登録料と褒賞）に加えて、通常は、交通手段、競技者とグルームの宿泊施設、厩舎、馬糧などの庶務事項についても記載する。
第809条－服装
809.1

すべてのエンデュランス競技会では、騎乗中、乗馬またはエンデュランス用規格の、保護性の高い保護帽を正しく着用することが、義務づけられる。
809.2

CEI大会では、ヒールの高さ12mm以上の安全な乗馬靴、またはそれに代わる、かご型／箱型のあぶみ／乗馬用の保護性の高いあぶみで競技することが、義務づけられる。
809.3

服装は、エンデュランス競技会のイメージを損なわない適切なものが強く推奨され、また、すべてのCEI大会においてはこれが義務づけられる。


すべての3*および4*CEI競技会において、以下の服装を着用することが義務づけられる：

809.3．1

ライド前イベント、開会式、ライド後イベント、ベストコンディション賞およびその他の授賞式については：


・ライダーは、きちんとしたチーム用または個人用の乗馬ユニフォームを着用する。ショートパンツ、ジーンズ、トレーナー、サンダルは着用しないこと。
・チーム役員、グルーム、クルーは、ジャケットや（適切な場合は）ネクタイを含むきちんとした服装をする。ショートパンツ、ジーンズ、トレーナー、サンダルは着用しないこと。
809.3．2

競技中については：


・ライダーは、適切な乗馬服、襟付きのシャツ／ポロシャツを着用すること。



・チーム役員、グルーム、クルーは、きちんとしたチーム用または個人用の服装を着用すること。ベト・ゲートエリアでは、ショートパンツやサンダルの着用は許可されない。


・役員は、きちんとした動きやすい服装を着用すること。ショートパンツやサンダルは許可されない。

第810条－馬装と用具
810.1

原則として馬具に制限はないが、安全な状態にあり競技馬に適合していなければならない。折り返し（ランニング）手綱の使用は禁止する。
810.2

特定の安全装置（たとえば反射機能のあるアイテムなど）の使用や着用が、競技実施要綱の中で求められる場合がある。
810.3

鞭と拍車の使用は禁止する。
810.4

携帯電話およびGPS装置の使用は、これを許可する。それ以外の通信装置の使用については、競技場審判団の事前の許可を必要とする。
第811条－虐待行為
811.1

競技場審判団が疑う余地もなく明らかに虐待行為とみなした行為や一連の行動をとった場合は失格となり、当該競技者はFEIに報告される。
811.2

虐待行為の報告書には、可能な限りその目撃者の署名と住所を添付しなければならない。この報告書は競技場審判団または組織委員会の事務局へ可及的速やかに提出されなければならない。
第812条－負担重量
812.1　　

すべてのシニアCEI4*選手権大会において、最低負担重量は75kgとする。

812.2　　

シニアCEI3*大会では最低負担重量は70～75kgとし、詳細は競技要綱に明記する。最低負担重量を75kgとする大会だけが、第816条第3.13項に規定されるシニア選手権大会の資格を持つ。
812.3

ただし、CEI1*および2*大会では別の重量部門や性別部門を設けることが許されるが、FEIの事前の許可を必要とし、FEI競技実施要綱にそのことを明記しなければならない。
812.4

ヤング・ライダーおよびジュニア競技には、最低負担重量を設けない。
812.5

最低負担重量を設定した場合、スタート前には必ず検量を行わなければならず、また可能であれば、ゴール後検量およびコース上での随時検量をおこなうべきである。
812.6

競技者の検量は、すべての乗馬用具と馬装（頭絡は除く）を持った状態で行う。検量に含まれたすべての用具は、競技中に常時着装していなければならず、違反した場合は失格となる。FEI役員からの求めがあった場合は、ライダーは自己の責任において、ゴールラインを越えた後ただちに検量をおこなうこと。
812.7

組織委員会は、信頼できる重量計を用意しなければならない。
第813条－順位決定
813.1

個人成績：エンデュランス競技会では、総走行時間の最も短い競技者が優勝となる。競技実施要綱には、順位決定方法を明記しなければならない。
813.2

団体成績（チーム）：同一チームの上位3競技者の最終成績を合計して、総走行時間の最も短いチームが優勝となる。その合計時間が同じ場合は、それら3名のうちの3番目の競技者の走行時間が短いチームを優勝とする。
順位決定のための資格を得た競技者が2名であったチームは、3名が順位決定資格を得たチームよりも下位に順位付けるものとする。
813.3

デッド・ヒート：2名以上の競技者が同時にスタートし、総走行時間が同じであった場合は、ゴールラインの通過順位によって順位が決定される。
813.4

失格、棄権、次の区間に進む資格の喪失：
813.4．1

失格：競技者が、本規程、FEI一般規定、FEI 獣医規則もしくは当該大会の実施要綱に違反したことを理由にGJによって罰せられ、競技の続行から除外された場合、失格となる。
813.4．2

次の区間に進む資格の喪失：競技者が、獣医検査に不合格となった場合、必要とされる全コースを完走しなかった場合、もしくは、プレゼンテーションまたは完走の制限時間を守れなかった場合、競技の続行から除外され、次の区間に進む資格の喪失とされる。
813.4．3

棄権：競技者が自発的に競技を棄権すること。ただし、自発的な棄権とみなされるのは、次の条件を満たした場合のみである：当該競技者がその時点までの全区間を正しく完走していること、当該競技者がその直前の区間を完走し、その区間後に求められるホース・インスペクションすべて（強制的なリカバリー・インスペクションもしくは獣医が要求するリカバリー・インスペクションを含む）に完全に合格していること、競技からの除外について本規程第813条が定める別の項目にあてはまらないこと、である。
813.5

競技からの除外を受けたすべての馬は、自発的か否かにかかわらず、また、大会のどの時点かにかかわらず、除外から30分以内にホース・インスペクションを受けなければならない。コース走行の途中で除外される場合は、ライド・ベースに到着後直ちに獣医師団による検査を受けなければならない。当該馬の獣医記録は、それによって更新される。
第Ⅱ章　　エンデュランス競技会の定義
第814条　エンデュランス競技会・ライドの区分（カテゴリー）
国際エンデュランス競技会は、次のとおり区分する：

・CEI(Concours de Raid d’Endurance International)・・・国際エンデュランス競技会

・CEIO(Concours de Raid d’Enducance International Officiel)・・・公式国際エンデュランス競技会

以下に指定する国際エンデュランス競技会は、一般規程、FEI獣医規則および本規程に従って開催される。競技会は以下のとおりに区分される：
814.1　　

CEI競技会（国際エンデュランス競技会）
814.1．1

FEI一般規程と本規程を順守しなければならない。
814.1．2

この競技会では、公式個人順位決定のみ行う。
814.1．3

団体競技を行う場合であっても、公式団体競技会とはみなされず、チームの各競技者はあくまでも個人競技者として扱われる。参加が認められるチーム数は、組織委員会の判断に任される。チームは3～5名の競技者で構成し、必ずしも同国籍でなくてもよい。詳細については公式の実施要綱の中で示すこと。
814.1．4

これらの競技会は、より広い範囲の全国レベルの競技会またはFEI公認シリーズもしくはプログラムと関連付けて開催することができる。その場合は、FEI の承認と、技術委員会との協議が必要である。技術委員会は、当該シリーズもしくはプログラムを、距離にかかわらず、CEIOやCEI4*の開催条件のもとで開催することを要求する権利を保持する。
814.1．5

CEIは、FEIカレンダーに公示される。CEIは、以下の4つのスター・レベルに分類される。
814.1．5.1
4スター：1日に最低160kmの上級選手権（シニア・チャンピオンシップ）、1日に最低120km最長130kmの選手権（ジュニア＆ヤング・ライダー・チャンピオンシップ）。ただし、地域選手権（リージョナル・チャンピオンシップ）だけは、組織委員会が、現地の気候を考慮し、距離を変更することができる。ベト・ゲートでの最高心拍数：20分以内の測定値で64bpm。
814.1．5.2
3スター：1日に140km～160kmまたは90～100kmを2日間または70km～80kmを3日以上で走行するすべての競技会。ベト・ゲートでの最高心拍数：20分以内の測定値で64bpm。
814.1．5.3
2スター：1日に120km～139kmまたは1日70km～89kmを2日以上で走行するすべての競技会。ベト・ゲートでの最高心拍数：20分以内の測定値で64bpm。
814.1．5.4
1スター：(ローレベル競技会)1日に80km～119kmで走行するすべてのライド。ベト・ゲートでの最高心拍数：20分以内の測定値で64bpm。
814.1．5.5
最終ホース・インスペクションでの最高心拍数は、30分以内の測定値で64bpmとする。
814.1．5.6
FEIの認可を受けた競技会に参加するためには、すべてのライダーと馬は、FEI一般規程に基づいてFEIに登録されていなければならない。
814.1．6

FEIは、特別なカテゴリーの競技会を設定し、特定のCEIスター・システムの役員や出場資格に関する条件を、距離に関係なく、発展途上国または発展途上地域で生まれてきたプログラムに適用したり、これらの規定を変更する必要があるかどうかを調査する目的で、適用することもある。たとえば、競技会の負担重量の部門を変更したり、競技会に特別なカテゴリーや部門を設定することもある。このような場合、NFおよびFEI獣医師団には、継続的な意見が求められることになるだろう。 

814.1．7

FEIは、FEI技術委員会、組織委員会、関係NFと協議のうえ、どのようなスター・システムの要件をワールドカップ大会やファイナルに適用するか、国内や地域や大陸の大会に適用するか、ワールドシリーズ競技会や複合的なライド・カップ・プログラムに適用するか、を決定する。
814.1．8

基準心拍数は、獣医師団長が馬の健康に危険があると判断した場合、FVD(外国人獣医団)と競技場審判団長と技術代表と組織委員会と協議のうえで、競技中に引き下げることができる。
814.2　　CEIO

814.2．1

CEIOは、一般規程と本規程で定められた基準を遵守しなければならない。
814.2．2

CEIOでは、個人競技と団体競技がおこなわれなければならない。各国は、1チームのみエントリーできる。公式に団体競技が成立するためには、最低3チームが競技に参加することが必要である。各チームは同一国籍の選手最少3名、最多4名で構成されなければならない。上位3名の成績で最終順位が決定される。あるチームで公式順位の対象となったメンバーが3人に達しなかった場合、そのようなチームは、たとえそのチームが抜けたことでメダルや賞を受ける対象が空席となったとしても、公式順位の対象となるチームになる資格はない。
814.3

地域大会(リージョナル・ゲームズ)


エンデュランス競技会における地域大会では、これらの規定とFEI　GRおよび国際オリンピック委員会の関連団体が規定する基準を遵守しなければならない。
第815条－出場資格

815.1

各国馬術連盟の承認を受けたものは、14歳の誕生日を迎える年から、すべてのエンデュランス競技会（CEI、CEIO、選手権競技会)に個人あるいは団体競技の競技者として参加できる。
815.2

馬：
815.2．1

馬がノーヴィスとしての資格を得るためには、5歳以上でなければならない。
815.2．2

CEI　1*から2*では、馬は6歳以上でなければ出場できない。
815.2．3

3*では、馬は7歳以上でなければ出場できない。
815.2．4

4*、CEIO、選手権大会では、馬は8歳以上でなければならない。
815.2．5

妊娠が明らかな(120日以上の)牝馬、あるいは離乳前の仔馬を連れた牝馬は、すべてのCEIおよびそれ以上の競技会に出場できない。
815.2．6

いずれの年齢も、出場資格が求められている当該大会の日付におけるものとし、信頼できる登録証または書面による獣医の意見書によって証明されなければならない。これがパスポートに記載される。北半球生まれの馬は誕生日を1月1日とみなし、南半球生まれの馬は誕生日を8月1日とみなす。
815.3

馬の強制休息：
815.3．1

馬には、CEI競技会での競技後、次にFEI競技会に出場する前に、強制的な休息期間が定められている：


完走した距離

0～40km

 6日間の休息（棄権の場合のみ）
0～80km

13日間の休息






80kmを越えた場合
20日間の休息

0～80km

13日間の休息






81km以上

20日間の休息

815.3．2

馬が、CEI競技会において、即座に侵襲性治療を必要とする代謝異常を理由に失権とされた場合、その馬が次のCEI競技会の出場資格を得る前に60日間の強制的な最低休息期間が義務づけられる。


「侵襲性治療」の定義は、以下のとおりである：
皮膚の穴あけや切開を伴う治療、あるいはなんらかの器具や異物の身体への挿入を伴う治療は、侵襲性と見なされる。この規定で例外的に認められるのは、経口での電解質の投与や鍼治療である。失権した馬の代謝状態が、もし治療しなければ馬のウェルフェアが損なわれたり脅かされたりすると診断される場合、その代謝状態は、侵襲性治療を必要とする状態であると見なされる。
815.3．3

馬が、連続する2回のCEI競技会において、もしくは3か月以内に2回、即座に侵襲性治療を必要とする代謝異常を理由に失権とされた場合、その馬が次のCEI競技会の出場資格を得る前に90日間60日間の強制的な最低休息期間が義務づけられる。
815.3．4

FEI技術委員会は、FEI獣医師団と協議のうえで、繰り返し代謝異常で失権とされる問題を抱える馬に対して、追加の休息期間を義務付ける補足的実施要綱を設定する決定権を持つ。


馬が、連続する2回のCEI競技会において、もしくは3か月以内に2回、即座に侵襲性治療を必要とする代謝異常を理由に失権とされた場合、その馬が次のCEI競技会の出場資格を得る前に90日間の強制的な最低休息期間が義務づけられる。
815.3.5

FVD（外国人獣医団）および治療獣医師は、手当てを受けた馬を大会終了時に個別に再検診し、強制的な最低休息期間を必要とする侵襲性治療として、または許可済みの治療として、分類する責任を負う。
815.3.6

FEI技術委員会は、補足的実施要項を設定する決定権を持つ。
第816条－出場資格取得手順およびCoC(Certificate of Capability=能力証明)
（Endurance Notes for Guidance for Transitional Arrangement「移行措置に関するエンデュランス・ガイダンス・ノート」を参照されたい）

816.1

ノーヴィスの出場資格：各NFによって定められる。
816.1．1

馬とライダーは、以下の要件を満たさなければならない。ただし、その人馬の組み合わせで条件を満たす必要はない：
816.1．1.1
40～79kmの距離の競技会を2回、および80～90kmの距離の競技会を2回、時速16kmの速さ、またはそれ以下で完走していること；または、
816.1．1.2
80～90kmの距離の競技会を3回、時速16kmの速さ、またはそれ以下で完走していること。
816.1．2

ライダーと馬は、FEI競技会に参加するためには、競技会までの24か月以内に、この参加資格取得の必要条件を満たさねばならない。
816.2

CEIスターへの出場資格：FEI記録およびデータベースに従って判定し、各NFがこれを証明する。
816.2．1

すべての馬とライダーは、CEIスターの出場資格を得るためには、ノーヴィス出場資格を得ていなければならない。
816.2．2

馬とライダーは、必ずしもその組み合わせである必要はないが、FEI競技会を完走してスター・システムを上っていかなければならない。1スター・レベルの競技会を完走することから始め、それによって、第814条に規定のあるそれぞれのスター・カテゴリーを上昇していく出場権を順次得ることになる。
816.2．3

ライダーのスター・システム出場資格は、終生の権利である。
816.2．4

馬のスター・システム出場資格は、24ヶ月間有効である。その期間内に、出場資格を有する次のレベルの競技会に参加しなかった場合は、次のレベルに上がる前に、現在のレベルの出場資格を再度取得し直す必要がある。
816.3

4*選手権大会：


ジュニア／ヤング・ライダー

816.3．1

馬は、CoC取得を求めたい対象となっている距離の大会の出場資格を得るためには、前述したノーヴィスおよびCEIスターの出場資格を得るためのプロセスを順次上っていかなければならない。
816.3．2

馬は、CEI2*大会またはそれ以上の大会を2回以上完走していなければならない。
816.3．3

これらの2回のCEI大会のうち、最低でも1回は、4*選手権大会と同じ距離、スピードおよび時間の最低枠を持つものでなければならない。また、その完走は、当該大会までの24か月以内におこなうこととし、選手権大会のノミネーテッド・エントリーの締切日および／または当該大会の60日前のうち期間が最長になるほうの期日までの期間に、指名エントリーされたライダーとの組み合わせで行われたものでなければならない。
816.3．4

ライダーは、CoC取得を求めたい対象となっている距離の大会の出場資格を得るためには、前述したノーヴィスおよびCEIスターの出場資格を得るためのプロセスを順次上っていかなければならない。
816.3．5

ライダーは、CEI2*大会またはそれ以上の大会を3回以上完走していなければならない。
816.3．6

これらの3回のCEI大会のうち、最低でも1回は、4*選手権大会と同じ距離、スピードおよび時間の最低枠を持つものでなければならない。また、その完走は、当該大会までの24か月以内におこなうこととし、選手権大会のノミネーテッド・エントリーの締切日および／または当該大会の60日のうち期間が最長になるほうの期日までの期間に、指名エントリーされた馬との組み合わせで行われたものでなければならない。
816.3．7

記録および出場資格証明：ライダー／馬の結果をFEIデータベース／パスポートに最終的に追加するために、求めに応じて承認済みの記録が提供されなければならない。ただし、最終的な証明責任は、依然として各NFにある。


シニア

816.3．8

馬は、CoC取得を求めたい対象となっている距離の大会の出場資格を得るためには、前述したノーヴィスおよびCEIスターの出場資格を得るためのプロセスを順次上っていかなければならない。

816.3．9

馬は、CEI2*大会またはそれ以上の大会を3回以上完走していなければならない。
816.3．10
これらの3回のCEI大会のうち、最低でも1回は、4*選手権大会と同じ距離、スピードおよび時間の最低枠を持つものでなければならない。また、その完走は、当該大会までの24か月以内におこなうこととし、選手権大会のノミネーテッド・エントリーの締切日および／または当該大会の60日のうち期間が最長になるほうの期日までの期間に、指名エントリーされたライダーとの組み合わせで行われたものでなければならない。
816.3．11
ライダーは、CoC取得を求めたい対象となっている距離の大会の出場資格を得るためには、前述したノーヴィスおよびCEIスターの出場資格を得るためのプロセスを順次上っていかなければならない。
816.3．12
ライダーは、CEI2*大会またはそれ以上の大会を5回以上完走していなければならない。

816.3．13
これらの5回のCEI大会のうち、最低でも1回は、4*選手権大会と同じ距離、スピードおよび時間の最低枠を持つものでなければならない。また、その完走は、当該大会までの24か月以内におこなうこととし、選手権大会のノミネーテッド・エントリーの締切日および／または当該大会の60日のうち期間が最長になるほうの期日までの期間に、指名エントリーされた馬との組み合わせで行われたものでなければならない。
816.3．14
記録および出場資格証明：ライダー／馬の結果をFEIデータベース／パスポートに最終的に追加するために、求めに応じて承認済みの記録が提供されなければならない。ただし、最終的な証明責任は、依然として各NFにある。
第817条－招待状

817．1

CEI


その役員数と競技者数、個人または非公式チームメンバーの別に応じた競技者数は、その招待範囲を含めて組織委員会の判断にゆだねる。出場が認められた個人競技者数は、各国馬術連盟への公式招待状に明記する。

817．2

CEIOおよび選手権競技会


該当する各国馬術連盟への公式招待状には、少なくとも競技者4名と競技馬5頭、多くとも競技者6名と競技馬6頭、非騎乗であるチーム監督1名、チーム獣医師1名である旨を明記する。

817．3

グルーム


CEI、CEIO、選手権競技会の組織委員会は、各競技者につき2名のグルームを受け入れなければならない。
817．4

チームと個人


選手権大会では、参加資格を持つ個人とチームに対し、以下の規定が適用される。
817．4.1

チーム：NFが3人以上の競技者を出場させる場合、4人まではそのチームのメンバーを構成できるが、そのメンバーも、個人順位を獲得し褒章を受章する資格を持つ。
817．4.2

個人：NFが3人より少ない競技者を出場させる場合、その競技者は、個人順位や褒章を得る資格を持つのみとし、チームとしての資格はない。
817．4.3

選手権大会に必要とされるチームの数に関しては、一般規程第108条が適用される。
817．5

経費と特典

世界選手権大会と大陸選手権大会の組織委員会は、諸規定に従い招待するすべての競技者、競技馬、グルーム、チーム役員（チーム監督とチーム獣医師）の渡航費と、第1回目のホース・インスペクションの前日から選手権大会終了の翌日までの滞在費を負担することができる。このことについては、実施要綱に明記しなければならない。
第818条－参加申し込み（エントリー）
818.1

競技会にエントリーできる馬の数は、実施要綱に従わねばならない。
818.2

国際的な競技会への招待選手もしくは指名選手（ノミネートされた選手）は、自国のNFによってエントリーされなければならない。組織委員会は、自国のNFによって選ばれたすべての外国人競技者を受け入れねばならない。組織員会は、その他のエントリーを受け入れない。
818.3

FEI世界選手権大会については、NFだけが、関係する技術委員会によって決定され事務局によって認められた条件のもとで資格を有する競技者をエントリーすることができる。
818.4

NFが公式チームに割り当てられた数より多い競技者や馬をエントリーする場合は、チーム監督は、遅くとも最初のホース・インスペクション後に、公式チームのメンバーとして競技者と馬を選び、指名しなければならない。
818.5

いかなる場合においても、組織委員会は、FEI選手権大会に出場資格のある競技者もしくはチームのエントリー数を限定してはならない。
818.6

FEIシニア選手権大会へのエントリーは、以下の818.6．1、818.6．2．818.6．3に概略を述べた3つの手続き規定に従って行わなければならない。
818.6．1

基本エントリーは、競技会の開始予定日の8週間前までに、組織委員会に到着しなければならない。基本エントリーとは、NFが、競技会に参加する競技者を派遣する意思表示を行うものである。この場合、派遣するのが個人のみか、チームのみか、あるいはチームと個人なのかを申告しなければならない。
818.6．2

ノミネーテッド・エントリーは、競技会の4週間前までに組織委員会に到着しなければならない。このエントリーには、競技者と馬の名前のリストを含むものとし、このリストから確定エントリー（デフィニット・エントリー）および交代者が選ばれることになる。また、このエントリーでは、NFが派遣しようとする競技者と馬の数も申告する。ノミネーテッド・エントリーをおこなう競技者と馬の数は、実施要綱で招待される数の2倍を越えてはならない。ノミネーテッド・エントリーを送付した後でも、NFは若干の競技者および／または馬を派遣することができるが、ノミネーテッド・エントリーの数を越えることはできない。NFが、ノミネーテッド・エントリーをおこなった後でrepresent（表示？）されず、自らの釈明が組織委員会に受け入れられない場合、そのNFは、組織委員会によって事務局長に報告され、FEI裁定委員会がNFの釈明を検討する。
818.6．3

確定エントリーは、競技会開始の4日前までに組織委員会に到着しなければならない。確定エントリーは、最終的に選抜され競技会に派遣される競技者と馬を示すものである。競技者と馬は、リストに載せられた数を越えることはできず、ノミネーテッド・エントリーの名前リストから選ばれねばならない。確定エントリーが提出された後は、馬および／または競技者の交替は、組織委員会の明確な許可がある場合にのみ、可能である。
818.7

馬用のエントリー書類には、名前、種別、性別、年齢、毛色、生誕国、現在の国籍、パスポート番号、場合によっては資格を記載しなければならない。
818.8

NFが、ノミネーテッド・エントリーに示された数より多い競技者および／または馬を派遣する場合、組織委員会は、彼らに便宜を提供する義務、あるいは当該競技会に参加させる義務を負わない。
818.9

競技会では、競技者は自らの馬のいずれかまたは全部の出走を取り消すことができるが、組織委員会および競技場審判による承認なしで、事前にエントリーしていなかった馬を追加することはできない。
818.10

NFが指定制エントリーをおこなった後で、チームを派遣できないことが判明した場合、NFはただちに組織委員会に報告しなければならない。
818.11

NFを通して競技会に確定エントリーをおこなったチームまたは個人競技者が参加せず、根拠の確かな釈明をしない場合、外国人審判／技術代表は事務局に報告し、FEI裁定委員会による検討を受けなければならない。同時に開催された別の競技会に出場していたことは、競技会不参加の根拠の確かな釈明にはならない。
818.12

NFは、同じ競技者／馬の組み合わせを2つ以上の組織委員会に確定エントリーすることはできない。これに違反した場合は、その競技者／馬が最終的に参加する競技会を失格となる。
818.13

確定エントリー後の出場取り消しもしくはノー・ショウ（申し込みをしたにもかかわらず出場取り消しの連絡もなく参加しないこと）は、遅れた出場取り消しもしくはノー・ショウの結果として組織委員会が被った経済的損失（例えば厩舎やホテルの費用）に対し、組織委員会に弁償する義務を発生させる。
818.14

エンデュランス競技会では、いかなる競技会においても、競技者1名につき1頭の競走馬でのみ出場できる。
818.15

選手権大会においては、組織委員会の許可があれば、頭数に制限なく予備馬を競技会場に持ち込むことができるが、予備馬用には最低1馬房を準備すればよいことになっている。ただし、それら予備馬を含み全頭が、ノミネーテッド・エントリー・リストに記載された競技馬でなければならない。
第819条－出場競技者の申告

819.1

チーム監督は、公式参加申込書にて正式に参加申し込みをおこなった人馬から出場競技者を確定し、その競技者名と騎乗馬名を書面にて組織委員会事務局まで申告しなければならない。
819.2

チーム監督、あるいはその代理人による出場競技者の申告は、第1回ホース・インスペクションの後、1～3時間以内に、事前に告知されたPGJの判断に従って、おこなう。
819.3

競技者などの交替
819.3.1

確定エントリー後の交替：確定エントリーをおこなった後は、当該馬術連盟と組織委員会の書面による許可がある場合にのみ、ノミネーテッド・エントリー・リスト（リストがある場合）に記載された競技馬および／または競技者の交替が可能である。こうした許可は、不当に保留されるべきではない。交替する馬および／または騎乗者は、第816条3項によって正しく資格を得たものでなければならない。
819.3．2

事故あるいは病気による交替：競技者や競技馬の事故、あるいは病気については、それが確定エントリー時点から競技開始までの間に発生した場合であれば、競技開始の2時間前までは競技者の交替が可能である。ただし、１）競技者については競技会公認医師から、競技馬については獣医師／チーム付き獣医からの診断証明書に加え、２）審判団長の許可を得なければならない。
819.3．3

競技者または競技馬あるいはその両者は、他の競技者や競技馬と交替することができるが、代替の競技者等は、チームメンバーまたは個人競技者として正式に参加申し込みをおこなっている競技者等であって、競技馬については、1回目のホース・インスペクションを受けて合格していなければならない。

819.3．4

選手権競技会とその他のCEI4*における馬の交替は、その騎乗者の所属する馬術連盟が作成したノミネーテッド・エントリー・リストに掲載され、かつ第818条に従って資格を得た競技馬を代替馬として、当該馬術連盟の指示に基づく交替のみ可能である。
第Ⅲ章　ホース・インスペクション、獣医検査（エグザミネーション）、薬物規制

第820条－獣医学的規制

820.1

獣医師団は、馬の安全にかかわるすべての事項について完全なる監督権を有する。
820.2

FEI獣医規程は、すべての国際エンデュランス競技会に適用される。
820．3

獣医規定が必要と定める一連のホース・インスペクションと獣医検査は、競技馬の健康と安全、ウェルフェアを維持するために制定されている。
820．4

競技会公認の獣医師の勧告に基づいて競技場審判団が下した決定は、最終的なものであり、上訴はできない。ただし、競技場審判団は、競技馬の失権処分のすべてに対して、その理由を説明しなければならない。
820．5

第1回ホース・インスペクションから最終インスペクションまでのあいだに、何らかの理由で、エントリーした競技馬が死亡した場合は、競技場審判団は、その状況報告書を作成して、競技会開催国の馬術連盟へ提出しなければならない。またこれをFEI獣医師団に提出し、状況の検討を仰がなければならない。
820．6

選手権大会に出場した馬が、大会後30日以内に何らかの理由で死亡した場合、その馬のNFは、同様の状況報告書をFEI獣医師団に提出し、状況の検討を仰がねばならない。
820．7

自己の馬がすべてのホース・インスペクションと獣医検査に合格した競技者のみが、最終成績リストに登録され順位付けの対象となる。
820．8

すべての馬は、それぞれ「FEIエンデュランス・ログ（記録）」を持ち、これをパスポートまたはID書類とともに保持しなければならない。この記録には、エンデュランスの各競技会の日付、場所、距離、スター・カテゴリーに加え、獣医師による情報も記入する。馬の成績一覧：完走、最も近いベト・ゲートまでの完走した距離｛？｝、順位付けの対象にならなかった理由（代謝異常、レーム、またはその両方）、現地における手当、入院病院の紹介、強制休止期間、馬の将来の競技の安全を守るため、そして獣医師団が必要とみなすウェルフェアを守るために必要な、その他のコメント。獣医師代表、競技場審判、上訴委員会だけが、この「ログ（記録）」ブックに記入できる。
820．9

ホース・インスペクションと獣医検査に必要な関連情報は、すべて各馬の個別獣医カードに記録し、原則としてその後のホース・インスペクションと獣医検査の参考に供与しなければならない。このような記録はコンピュータで（バックアップとともに）、またはプリントアウトの形にする。また、競技者は、ホース・インスペクションや獣医検査の直後に、自己の競技馬の様子を知る目的で、当該獣医カードの閲覧と、そのコピーを取得することができる。獣医カードは、組織委員会が保管する場合もある。
820．10

ベト・ゲートへの到着時間は記録され、その競技馬は、ホース・インスペクションを受けるために、本規程に従って、かつ大会要綱で指定されているとおりに、規定時間以内に獣医師団の待つ場所に連れてこられなければならない。
820．11

強制休止では、インスペクション・エリア（検査場）を備えたベト・ゲートが設けられ、競技者またはグルームは、ホース・インスペクションを受ける準備ができた時点でここを通過する。競技者またはグルームは、検査場に入ったあとは、競技馬を連れて指定された獣医師のもとへ適切なペースで直行しなければならない。検査場では1頭の競技馬に3名までが付き添えるが、実施要綱または事前に公表されたGJの決定によって、その人数をさらに制限することができる。
820．12

この検査時間内において、獣医師団が必要と判断した時は、規定の時間内において、競技馬は1回に限らず、複数回の検査を受けることができる。ただし、規定の検査時間内に、当該競技馬は、3つの検査基準（心拍数の回復、代謝機能の安定、歩様）によって評定され、競技を継続するに足る健康状態であることを示さなければならない。
820.13

心拍数の回復、代謝機能の安定および歩様の健常性の診断は同時に実施し、当該被検馬は、競技会のスター・レベルに応じた最低基準を満たさなければならない。インスペクションをどのように実施するかについて変更がある場合は、GJによって競技前に告知されるか、実施要綱に記載して公表されねばならない。
820．14

競技馬が心拍検査に合格すれば、馬が獣医師団の検査に出向いた時点から始まった時限式の休止が、定められた時間にわたり継続する。この時限式の休止のあいだに、速歩での歩様検査を含むその他すべてのホース・インスペクションがおこなわれる。
820．15

技術代表あるいは競技審判団は、獣医師団との協議のうえで、厳しい気象条件あるいはその他異常事態に応じて、時限式の休止時間の長さを変更することができる。変更は、当該区間の開始前に競技者全員および／またはチーム監督へ通達しなければならない。
820．16

組織委員会、技術代表、獣医師団長、外国人獣医代表は、外科手術をおこなえる設備のある馬専門病院への斡旋を含み、競技馬への適切なアフターケアと獣医学的治療をおこなわねばならない。CEI4*と選手権競技会では、トリアージ（傷病者の優先順位付け）や緊急治療施設を会場内に設けなければならない。これらの手配は実施要綱に明記し、最初の獣医検査の前に、その手配状況について、技術代表の承認を受けなければならない。最初の獣医検査の後、獣医師団長と外国人獣医代表は、競技場審判団と協議のうえ、治療／アフターケア・エリアでの獣医師団員の配置やその人的能力のスケジュール調整を含む診療態勢について変更を勧告することができる。これら診療体勢においては、診療獣医師または診療獣医師団を明確に指定しなければならず、また、それら診療獣医師団には、競技開催国における獣医師資格を有した者1名を含まなければならない。
第821条－ホース・インスペクションおよびエクザミネーション（獣医による診察と検査）

821．1

獣医検査
821．1.1

第1回獣医検査は、競技馬が競技会用厩舎に到着後できるだけ早く、かつ、必ず、割り当てられた馬房に馬が入る前におこなう。
821．1.2

この検査は、競技場審判団が任命した公認獣医師によりおこなわれるが、公認獣医師が不在の場合は主催国の獣医師がこれをおこなう。競技場審判団長と外国人獣医代表は、可能な限り立ち会う。
821．1.3

この検査の目的は、第一に馬の個体識別（パスポート、乗馬登録書類など）をおこない、第二に馬の全体的な健康状態、特に伝染性疾病の有無を確認することにある。疑わしい場合は、到着時点で、あるいは遅くとも第1回インスペクションがおこなわれる1時間前までに、組織委員会、技術代表、もしくは競技場審判団へ報告しなければならない。
821．1.4

CEIでは、この獣医検査を第1回ホース・インスペクションと併せておこなうこともできる。
821．1.5

CEIOと選手権競技会では、これらの獣医検査は別に、十分な時間の幅をとっておこなわなければならない。疑いの持たれた馬と同送の馬を検疫隔離して、健康上の疑いや懸念が晴らすために、時間が必要だからである。それゆえ、組織委員会は、その目的のための十分な検疫施設を用意しなければならない。
821．2

ホース・インスペクション
821．2.1

第1回ホース・インスペクション：第1回ホース・インスペクションは、原則として、競技開始の前日に実施するものとし、競技場審判団とともに獣医師団が以下の要領でおこなう。すべてのインスペクションについて、以下に規定したとおり、基準に従って行う。この中には以下のものが含まれる：心拍数、呼吸機能、全般的なコンディション、歩様評価、痛み、裂傷、苦痛、可動範囲、その他の事項。これらの項目は獣医カードに時を追って追加記入されていく。
821．2.2

インスペクション全般：馬を評価する獣医の責任において、第1回ホース・インスペクションと最終インスペクションのあいだに、差異はない。同じ基準を適用して健康状態を判定し、代謝機能と歩様評価の両面で、競技続行が可能かどうかを判断する。
821．2.3

インスペクションの礼儀作法：インスペクション・エリアは、過酷な競技のストレスを受けている競技者と馬に配慮して、礼儀正しく静かに保たれるべきである。競技場審判団とスチュワードは、その作法を守らせる責任を負う。同時に、競技者とそのクルー、オーナーもしくはチーム・スタッフもまた、そのエリアで行われていること、すなわち、馬がストレスフルな身体的要求のもとで競技を続行できる健康と歩様の正常さを保持しているかどうかを診断し評価するという事態の性質に対し、配慮する責任を負う。したがって、公正なプレゼンテーションを遅延させたり妨害したりする駆け引きの行為は、許されるものではない。FEI技術委員会は、禁止される行為を具体的に列挙したリストを適宜提供する。これに反した場合は失格またはその他懲戒処分の対象となる。しかし、このリストはすべての違反行為を網羅しようとするものではなく、競技場審判団およびスチュワードの正しい判断が不可侵のものである。（Endurance Notes for Guidanceを参照）
821．2.4

強制リカバリー・インスペクション：獣医師団は、競技場審判と協議のうえで、どのベト・ゲートで馬の強制リカバリー・インスペクションをおこなうかを決定する。このインスペクションは、競技者のそのベト・ゲートからの出発予定時刻の15分前までにおこなわれる。
821．2.5

リカバリー・インスペクションの要求：検査をおこなう獣医は、馬がインスペクションを通過した後でも、競技者に対して、その馬の再インスペクションを求めることができる。再インスペクションは、強制休止時間内におこなわれ、出発の15分前におこなう。獣医は、馬が競技を継続できる健康状態を維持しているかについて、関心を持ち続ける。このルールは、馬に競技継続のチャンスを与えるために「疑わしきは罰せず」の原則を適用しようとするものである。
821．2.6

ベト・ゲート・インスペクション：各区間の最後に置かれる、第1回目の強制ホース・インスペクション。
821.2．7

ベト・ゲート・再インスペクション：ベト・ゲート・インスペクションのあいだに、馬の心拍数がそのインスペクションに定められた数値より高かった場合、その馬は定められた猶予の時間内に2回目のインスペクションを受けることができる。
821．2.8

最終インスペクション：馬が競技会のゴール・ラインを越えた後におこなわれる。このインスペクションの機会は一度のみとし、定められた猶予の時間内におこなわなければならない。
821．2.9

心拍数：心拍数が異常に高い馬、もしくは実施要綱で規定された（あるいは競技場審判が獣医師団の勧告に従って改訂した）数値よりも高い馬は、競技を続行することはできず、次の区間に出走する資格がないものとみなされる。心拍異常は記録に残さねばならない。
821．2.10
呼吸機能：競技馬の健康に危険であると獣医師団が判断した呼吸数または呼吸状態の異常があれば、当該馬は失権となる。
821．2.11
一般健康状態：体温の記録と粘膜検査をおこなう。一般健康状態の不良な競技馬、あるいは体温が異常に高い馬は失権となる。
821．2.12
歩行の異常：第1回インスペクション、最終インスペクション、またはコース中のいずれのインスペクションにおいても、歩行の異常を示した馬は競技を失権となり、次の区間に進む資格がないものとされる。歩行の異常とは、以下のものを指す：トロットあるいはそれと同様の歩様において常に観察されるものでなければならない；事前に関節屈曲や強度の圧診をおこなわずに、直線コースを往復する引き馬でのトロットの評価で観察できるもの；痛みを引き起こすことが観察される、あるいは馬が安全に運動する能力を即座に脅かすもの、である。
821．2.12.1
原則として、この歩様検査は、平坦で硬い地面の上を走らせる。
821．2.12.2
馬が一度トロットで検査した後、観察する獣医が馬の走行継続能力に疑問を持った場合、その馬は3名の獣医師団によるトロットの再検査を受ける。3名の医師団の見解は、匿名の個人票の投票により合否を決定し、その投票を競技場審判メンバーに対して直接伝える。
821．2.12.3
この3名の獣医師のいずれかが望めば、投票前ならば、さらにトロットさせることを要求できる。これは馬と競技者に「疑わしきは罰せず」のチャンスを与えるためである。要求する獣医師は、その要求を立ち会いの競技場審判メンバーに伝え、そのメンバーが、当該馬に再度トロットすることを命じることになる。3人の獣医師による多数決で合否を決める。このとき、それぞれの獣医師は独立して判断を下し、お互いに相談してはならない。この決定が、当該馬の合否についての最終判定となる。
821．2.12.4
しかし、3名の獣医師団が3回の検査（1回目は最初の検査獣医師によるもので、2回目は3名の獣医師団によるもの）によってもまだ、当該馬が競技を継続できる健康状態かどうか結論を出せない場合は、その理由がプレゼンテーションの失敗によるものか、獣医の判断基準によるものかにかかわらず、当該馬は失権となる。
821．2.12.5
馬の歩様については、それが失権の根拠とみなされるか否かにかかわらず、どのような異常も当該馬の獣医カードに記載しなければならない。
821．2.13
疼痛、裂傷、外傷：腹帯や鞍による擦過傷を含む、口内、四肢、躯幹に認められた疼痛や裂傷、外傷の兆候は、すべて記録しなければならない。競技への出場、あるいは競技継続によって疼痛や裂傷、あるいは外傷が悪化すると思われる場合、当該馬は競技続行を許されない。
821．2.14
蹄鉄と四肢：競技馬に蹄鉄を着けずに騎乗することはできるが、蹄鉄を着ける場合は、競技に適合した状態で正しく装蹄しなければならない。第1回のインスペクション時点において装蹄された競技馬が、複数の肢の蹄鉄を失った状態でゴールラインを通過しても構わない。エキ・ブーツや蹄パッドの使用は認められる。ただ.し、すべての場合において、馬の肢の継続中のコンディションおよび馬の運動能力への即座の悪影響、もしくはこの先に馬に苦痛をもたらすと観察できることは、失権の素地となり得る。
821．3

個別獣医カード：個別獣医カード（ベト・カード）は、第1回ホース・インスペクションの前に発行され、各ホース・インスペクション終了の都度、必要事項のすべてを記入しなければならない。
821．4

最終ホース・インスペクション
821．4.1

最終インスペクションで獣医師団に対するプレゼンテーションをおこなうためには、馬の心拍数が、ゴールライン通過後30分以内に64bpm以下に達していなければならない。この基準を満たさない馬は順位付けの対象とならず、ゴールライン通過から30分後に、獣医師団に見せてインスペクションを受けなければならない。
821．4.2

心拍数は、必ず実施要綱に示された規定の制限時間内に計測し、獣医カードに記入しなければならない。
821．4.3

最終インスペクションは、その馬が、通常の休養時間を経過した後にさらにもう１区間全体を騎乗できるほどに健康を維持しているか否かを判定するものであり、前回までのインスペクションと同じ規制と基準をもって、同じように実施される。前回までのインスペクションと異なる点は、プレゼンテーションが許される機会がただ一度だけ、という点である。各競技馬は、その獣医カードと照合した検査も受けなければならない。

821．4.4

1日160km以上の走行、あるいは1日平均100km以上の走行が2日以上にわたるすべてのエンデュランス競技会において、すべての競技馬は、競技会場の厩舎エリアに競技終了後最低24時間とどまり、獣医師の視察のもとに置かれなければならない。獣医師団が承認した場合は、この時間は短縮され、競技馬は競技会場を早く離れることができる。
821．5

その他のホース・インスペクション：以上のホース・インスペクションに加えて、競技場審判団あるいは公認獣医師は、競技馬のすべて、または随意に選択した競技馬に対して、競技中、何時でもホース・インスペクションをおこなうことができる。
第822条－ベスト・コンディション賞
822.1

組織委員会は、すべてのFEIエンデュランス競技会においてベスト・コンディション賞を設けることができる。
822.2

この賞の目的は、競技を終了した上位の競技馬（最高10頭まで）の中から、最良のコンディションの競技馬を選定することである。
822.3

対象となる競技馬は、優勝馬の優勝タイムに、競技場審判団が決めた一定のパーセンテージを加えた時間以内に走行を終了していなければならない。
822.4

ベスト・コンディション賞の対象となる競技馬は、ベスト・コンディション賞の表彰式が終了するまで競技が続行しているものとみなされる。
822.5

競技者は、自分の競技馬をベスト・コンディション賞の対象とすることを義務づけられてはいない。
822.6

ベスト・コンディション賞の設定については、Endurance Notes for Guidanceに規定されている。ベスト・コンディション賞の審査対象者は、すべて、薬物検査の対象となる。
第823条－獣医師による競技中の治療処置


獣医師団からの書面による承認がない限り、競技中に獣医師による治療をおこなうことはできない。許可された治療処置は、当該馬の順位決定には影響しない。
第Ⅳ章　エンデュランス競技会役員
第824条－役員の責務

824.1

競技場審判団(Ground Jury)
824.1．1

競技場審判団は、エンデュランス競技会の審判業務、獣医学的規制、時間計測に関して組織委員会がおこなう手配事項のすべてを監督する。
824.1．2

組織委員会は、エントリー数に応じて競技場審判団以外の役員、スチュワード、獣医師を委嘱するが、競技場審判団は、それを含め、一貫して競技全般を監督する立場にある。
824.2

技術代表(Technical Delegate)
824.2．1

技術代表は、組織委員会と連絡を取ったうえで、コースの配置を事前に審査し承認を与えなければならない。2*および3*競技会では、技術代表は、可能な場合は、コースの設計に参加する。4*および選手権大会では、技術代表は、組織委員会とともにコースの設計に参加しなければならない。
824.2．2

技術代表は、競技会実施にあたり、技術面および運営面における業務の手配事項について、承認を与えなければならない。その対象は、獣医検査とホース・インスペクション、厩舎と競技者の宿泊施設、競技会のスチュワード業務、である。
824.2．3

技術代表は、ブリーフィング（打ち合わせ会）を統括し、業務担当者全員の業務を監督し、実務担当者全員の業務を監督する。
824.2．4

技術代表は、競技場審判団が判断すべき事項について、そのすべてを調査し、競技場審判団へ報告するとともに助言を与える。
824.2．5

技術代表は、手配事項すべてに異存がない旨を競技場審判団へ伝達するまでは、その権限は絶対である。さらに技術代表は、競技会の技術的かつ運営面での手配事項の監督を引き続きおこない、競技場審判団や獣医師団、組織委員会に助言し、これらを手助けする。
824.2．6

技術代表は、3*あるいはそれ以下の競技会において、適切な資格を有していれば、競技場審判も兼任できる。
824.2．7

4*競技会では、技術代表は外国人でなければならない。
824.3

獣医師団(Veterinary Commission)
824.3．1

獣医師団は、競技馬の安全と健康とウェルフェアに関するすべてに監督権を有する。いかなる国際エンデュランス大会においても獣医規程が適用される。
824.3．2

獣医師団長と外国人獣医は、競技会におけるベト・ゲートの計画およびその他の馬の安全に関する事項に関して、できるだけ早いうちから、組織委員会や技術代表からの相談を受けることが望ましい。
824.4

チーフ・スチュワード(Chief Steward)
824.4．1

チーフ・スチュワードは、競技会全般を通してスチュワード業務を組織する責任がある。
824.4．2

チーフ・スチュワードは、厩舎施設の警備態勢が競技会レベルに対して適正であり、また充分な人数のスチュワードが各ベト・ゲートおよびコース上に配置できるよう手配しなければならない。
824.4．3

チーフ・スチュワードは、組織委員会や競技場審判団、技術代表を補佐し、競技会開催中の開会式、閉会式、その他競技運営に必要な職務を遂行する。
824.4．4

チーフ・スチュワードは、競技会参加者の安全とウェルフェア全般に責任を負う。
824.4．5

チーフ・スチュワードは、競技場審判団長、技術代表、獣医師団長と緊密に連絡を取らなくてはならない。また、競技会の計画立案に関して、できるだけ早いうちから、組織委員会や技術代表からの相談を受けることが望ましい。
824.5

上訴委員会(Appeal Committee)：上訴委員会の責務は、一般規程（第164条、第170条～174条を参照）と獣医規程（第1011条と第1019条を参照）による。
第825条－国際エンデュランス競技会に必要な役員

825.1

世界選手権大会
825.1.1

競技場審判団は、FEIが、FEIエンデュランス競技委員会および組織委員会と協議のうえ、FEIエンデュランス競技会審判員リストより選出し任命した審判団長のほか、外国人1名を含む最低4名の審判人で構成しなければならない。それらの審判団は全員が、その時点における*エンデュランス審判員等級別資格(*Rating requirements for Endurance Judges)を満たす者でなければならない。
825.1.2

獣医師団は、獣医師団長、外国人獣医代表のほか、参加馬15頭につき1名宛の獣医師で構成する。委員会メンバーの最低数は、獣医師団長と外国人獣医代表を含む5名とする。獣医師団の半数は外国人獣医師であり、FEIが、FEIエンデュランス競技会員会および組織委員会と協議のうえ、FEIエンデュランス競技会獣医師リストから選出して任命したものでなければならない。それらの獣医師団は全員が、その時点における*エンデュランス獣医師等級別資格を満たす者でなければならない。
825.1.3

診療獣医師(Treatment Veterinarian)は、FEI公認診療獣医師であり、FEIがFEIエンデュランス競技会員会およびFEI獣医師委員会と協議のうえで任命したものでなければならない。競技馬20頭につき最低1名の診療獣医師を配置しなければならない。治療獣医師の半数は、選手権大会レベルのCEI競技会で経験を積んだ者でなければならない。
825.1.4

外国人技術代表は、FEIが、FEIエンデュランス競技会委員会および組織委員会と協議のうえ、FEIエンデュランス技術代表リストより選出して任命する。それらの外国人技術代表は、その時点における*エンデュランス技術代表等級別資格を満たす者でなければならない。
825.1.5

チーフ・スチュワードは、FEIエンデュランス競技会チーフ・スチュワード・リストより選出し、組織委員会が任命する。
825.1.6

上訴委員会：一般規則が適用される。この上訴委員会は強制的なものであり、FEIが、FEIエンデュランス競技会委員会および組織委員会と協議のうえ、任命する。
825.2

シニア、ヤング・ライダーおよび／またはジュニアのためのCEIO、リージョナル・ゲーム、大陸選手権競技会、およびその他のCEI4*エンデュランス競技会
825.2.1

競技会審判団は、FEIエンデュランス競技会審判員リストより選出された審判団長および3名以上のメンバーで構成され、そのうち1人は外国人でなければならない。競技会審判団は、FEIが、FEIエンデュランス競技会委員会および組織委員会と協議のうえ、任命する。すべてのメンバーは、その時点における*エンデュランス審判員等級別資格を満たす者でなければならない。
825.2.2

獣医師団は、獣医師団長と外国人獣医代表、および競技馬15頭につき1名の獣医師から構成される。その人数は、獣医師団長と外国人獣医代表を含め、最低5名とする。メンバーの少なくとも半数は、FEIエンデュランス競技会獣医師リストより選出され、FEIエンデュランス競技会委員会が組織委員会と協議のうえで任命した、外国人でなければならない。すべてのメンバーは、その時点における*エンデュランス獣医師等級別資格を満たす者でなければならない。
825.2.3

CEI4*競技会では、診療獣医師は、FEIがFEIエンデュランス競技会委員会およびFEI獣医師委員会と協議のうえで任命した、FEI公認診療獣医師でなければならない。診療獣医師は、競技馬20頭につき最低1名配置しなければならない。診療獣医師の少なくとも半数は、選手権競技会レベルのCEI競技会の経験がなければならない。
825.2.4

外国人技術代表は、FEIエンデュランス競技会技術代表リストより選出され、FEIがエンデュランス競技会委員会および組織委員会と協議のうえで任命した、その時点における*エンデュランス技術代表等級別資格を満たす者でなければならない。
825.2.5

チーフ・スチュワードは、FEIエンデュランス競技会チーフ・スチュワード・リストより選出し、組織委員会が任命する。
825.1．7｛この数字はおかしいような気がするが、原文のまま掲載する。文章は825.1．6と全く同じ｝



上訴委員会：一般規則が適用される。この上訴委員会は強制的なものであり、FEIが、FEIエンデュランス競技会委員会および組織委員会と協議のうえ、任命する。

825.3

CEI3*エンデュランス競技会
825.3.1

競技場審判団は、FEIエンデュランス競技会審判員リストより選出され、組織委員会に任命された審判団長と外国人審判人1名で構成する。その他の審判員が必要な場合は、組織委員会が任命する国内エンデュランス競技会審判員とする。すべてのメンバーは、その時点における*エンデュランス審判員等級別資格を満たす者でなければならない。
825.3.2

獣医師団は、FEIエンデュランス競技会獣医師リストより選出し組織委員会が任命した獣医師団長とメンバー2名で構成する。そのうち1名は外国人でなければならない。獣医師は、競技馬20頭につき最低1名配置しなければならない。これらのメンバー全員は、その時点における*エンデュランス獣医師等級別資格を満たす者でなければならない。その他すべてのメンバーは、組織委員会が任命した経験のあるエンデュランス競技会獣医師でなければならない。
825.3.3

競技馬30頭につき、FEI公認診療獣医師リストから選ばれた診療獣医師を最低1名置かねばならない。
825.3.4

技術代表は、FEIエンデュランス競技会技術代表（エンデュランス審判員、獣医師）リストから選出され、組織委員会が任命する。技術代表は、その時点における*エンデュランス技術代表等級別資格を満たす者でなければならない。技術代表は、競技が始まった後は、競技場審判団の一員として行動することができる。
825.3.5

チーフ・スチュワードは、FEIエンデュランス競技会チーフ・スチュワード・リストより選出し、組織委員会が任命する。
825.3.6

上訴委員会の設置は必要としない。
825.4

CEI1*および2*エンデュランス競技会
825.4.1

競技場審判団は、FEIエンデュランス競技会審判員リストより選出された審判団長1名が必要である。それ以外のメンバーは、経験のある国内審判員を選任することができる。すべてのメンバーは、その時点における*エンデュランス審判員等級別資格を満たす者でなければならない。

825.4.2

獣医師団は、FEIエンデュランス競技会獣医師リストから選出して組織委員会が任命した獣医師団長と獣医師最低2名で構成する。これらすべてのメンバーは、その時点における*エンデュランス獣医師等級別資格を満たす者でなければならない。そのうち1名は、外国人でなければならない。その他すべてのメンバーは、組織委員会が任命した経験のあるエンデュランス競技会獣医師でなければならない。
825.4.3

CEI1*および2*競技会においては、競技馬50頭につき最低1名の診療獣医師を配置しなければならない。
825.4.4

技術代表は、FEIエンデュランス競技会技術代表（エンデュランス審判員、獣医師）リストから選出され、組織委員会が任命する。技術代表は、その時点における*エンデュランス技術代表等級別資格を満たす者でなければならない。
825.4.5

チーフ・スチュワードは、FEIエンデュランス競技会チーフ・スチュワード・リストより選出し、組織委員会が任命する。
825.4.6

上訴委員会の設置は必要としない。
第Ⅴ章　褒章と表彰式

第826条－褒章

826.1

コースを完走した競技者全員に褒章が授与される。

826.2

エンデュランス競技会では、褒章の価値に下限を設けない。

826.3

賞金の配分は、FEI一般規程に準じておこなう。
第827条－表彰式



獣医師団は、体調不良の競技馬はすべて、表彰式への参加から外すことができる。

付則1：FEI国際審判員への審判員の昇格

国際審判員補

・FEIは、各国馬術連盟が推薦し、FEIが承認した有資格国際審判員補のリストを管理する。

・国際審判員補の認定資格は以下のとおり：

・CEIにて競技場審判団か上訴委員会の委員を務めた経験があるか、あるいは当該年またはその前年に国内競技会において競技場審判団長を務めた経験のある者。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができ、もう1ヶ国語については、仕事をする上で必要な知識を有していること。
・FEI国際審判員補講習会にて「FEIエンデュランス審判員レベルⅠ講習会」の資格を認定された者。
・国際競技会が望ましいが、競技会2回において組織委員会の委員かチーフ・スチュワード補佐、あるいはチーフ・スチュワードを務めた経験がある者。

・望ましくは60歳未満であること。

国際審判員

・FEIは、各国馬術連盟が推薦し、FEIエンデュランス競技会委員会が承認した有資格国際審判員のリストを管理する。

・国際審判員の認定資格は以下のとおり：

・CEI、CEIO、あるいは選手権競技会において、4年間に2回以上、競技場審判団または上訴委員会のメンバー、あるいは技術代表を務めた経験がある者。

・審判員補として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験のある者。

・「FEI国際審判員講習会エンデュランス審判員レベルⅡ講習会」にて資格を認定された者。

付則2：*等級－審判員
2*FEI役員の任命を受けるために
2*FEI役員の任命を受けるために、応募者に必要な資格は、

・CEIにて競技場審判団か上訴委員会の委員を務めた経験があるか、あるいは当該年またはその前年に国内競技会において競技場審判団長を務めた経験があること。
・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができること。

・FEI国際審判員補講習会「FEIエンデュランス審判員レベルⅠ講習会」にて資格を認定されること。

・FEI国際審判員補に任命された経験のあること。

・国際競技会が望ましいが、競技会2回において組織委員会の委員かチーフ・スチュワード補佐、あるいはチーフ・スチュワードを務めた経験があること。

・望ましくは60歳未満であること。

3*エンデュランス役員への昇格
3*役員に昇格するために、FEIエンデュランス審判員に必要な資格は、
・少なくとも3回の1*または2*レベルの競技会CEI1*またはCEI2*の大会で競技場審判団のメンバーを務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・当該年またはその前年に、CEI1*競技会大会で競技場審判団長として務めた経験があること。
・「FEI国際審判員講習会エンデュランス審判員レベルⅡ講習会」にて資格を認定されること。
・2*審判員として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

4*エンデュランス役員への昇格

4*役員に昇格するために、FEIエンデュランス審判員に必要な資格は、
・少なくとも3回の3*レベルの競技会CEI3*大会で競技場審判団のメンバーを務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・当該年またはその前年に、2*競技会CEI2*大会で競技場審判団長として務めた経験があること。

・過去12か月以内にレベル2Ⅱ（3*4*）講習を受けていること。

・3*審判員として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

すべての役員は、以上の基準を満たす資格を得た後、少なくとも3年ごとに、その地位に相応した講習を受けなければならない（2*―レベルⅠ／3*および4*―レベルⅡ）。近年エンデュランス競技には多数の変更があるため、安全とウェルフェアを守るために、この条件は強制的に課されなければならない。定められた期間内に講習を受けない者は、制限期間内に規定に従うことを命じる通知を受けるか、あるいは、FEIリストからの降格または除名処分を受けることになる。
付則3：*等級－技術代表

2*技術代表の任命を受けるために
2*技術代表の任命を受けるために、応募者に必要な資格は、
・当該年またはその前年に国内競技会において技術代表もしくはそれと同等の役職を務めた経験があること。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができること。

・FEI国際エンデュランス審判員の資格を得ていること。

・FEI技術代表－レベル1（2*）の講習会にて資格を認定されること。
・望ましくは60歳未満であること。

3*技術代表への昇格

3*技術代表に昇格するために、FEI2*技術代表に必要な資格は、
・少なくとも3回の1*レベルの競技会CEI1*大会でFEI2*技術代表を務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・FEI技術代表－レベル2（3*4*）講習会にて資格を認定されること。

・2*技術代表として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

4*技術代表への昇格

4*技術代表に昇格するために、エンデュランス審判員FEI3*技術代表に必要な資格は、
・少なくとも3回の3*レベルの競技会CEI大会（2*レベル以上、かつ、そのうち1回は3*以上でなければならない）でFEI技術代表を務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・過去12か月以内にレベル2（3*4*）リフレッシャー（再教育）講習を受けていること。

・3*技術代表として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

すべての役員は、以上の基準を満たす資格を得た後、少なくとも3年ごとに、その地位に相応した講習を受けなければならない。近年エンデュランス競技には多数の変更があるため、安全とウェルフェアを守るために、この条件は強制的に課されなければならない。定められた期間内に講習を受けない者は、制限期間内に規定に従うことを命じる通知を受けるか、あるいは、FEIリストからの降格または除名処分を受けることになる。

付則4：*等級－獣医師
2*FEI公認獣医師の任命を受けるために

2*FEI公認獣医師の任命を受けるために、応募者に必要な資格は、
・FEI競技会もしくは国内競技会10回で、獣医師団のメンバーを務めた経験があること。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができること。

・当該年またはその前年にFEI国際エンデュランス獣医師講習会にて資格を認定されること。

・望ましくは60歳未満であること。

3*FEI公認獣医師への昇格
3*役員に昇格するために、FEI2*エンデュランス獣医師に必要な資格は、

・少なくとも4回の1*または2*レベルの競技会CEI1*または2*の大会でFEI獣医師団の2*メンバーを務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・2*獣医師として2カレンダー年以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

4*FEI公認獣医師への昇格

4*役員に昇格するために、FEI3*エンデュランス獣医師に必要な資格は、

・少なくとも2回のCEI2*レベルの競技会の大会で、FEI獣医師団の獣医師団長もしくは外国人獣医師代表を務めた経験があり、そのうち1回は3年以内であること。

・少なくとも3回のCEI3*の大会レベルの競技会で、FEI獣医師団の3*メンバーとして務めた経験があり、そのうち1回は3年以内であること。

・馬術スポーツ医学および／または運動生理学をテーマとする継続教育イベント（セミナー／会議）、もしくはそれに相当するFEI講習に少なくとも1回出席しており、そのうち1回は3年以内に出席していることであること。
・3*獣医師として3カレンダー年以上または3シーズンを完全に務めた経験があること。

すべての役員FEI公認獣医師は、以上の基準を満たす資格を得た後、少なくとも4回のFEIエンデュランス・ライドに従事し、少なくとも3年ごとに、2年ごとにその地位に相応した講習（すなわち、それに匹敵する星レベルに昇格するために必要な講習会）を受けなければならない。近年エンデュランス競技には多数の変更があるため、安全とウェルフェアを守るために、この条件は強制的に課されなければならない。すべてのFEIエンデュランス獣医師は、規則、付則、禁則の変更に常に即応していることが望ましい。定められた期間内に講習を受けない者は、制限期間内に規定に従うことを命じる通知を受けるか、あるいは、FEIリストからの降格または除名処分を受けることになる。

付則5：各競技会に必要とされる役員の等級

1*
競技場審判団

競技場審判団長


2*以上


技術代表





2*以上


獣医師団

獣医師団長またはFVD

3*以上





メンバー2名


2*以上
2*
競技場審判団

競技場審判団長


3*以上





外国人審判


2*以上


技術代表





3*以上


獣医師団

獣医師団長またはFVD

3*以上





メンバー2名


2*以上

3*
競技場審判団

競技場審判団長


4*





外国人審判


3*以上


技術代表





4*3*以上

獣医師団

獣医師団長および／またはFVD
4*





メンバー2名


3*以上

4*
競技場審判団

競技場審判団長


4*





外国人審判


4*





メンバー



4*

外国人技術代表





4*


獣医師団

獣医師団長およびFVD

4*





専門委員団


4*

